
次期地域保健福祉計画における【重点課題】の検討・・・（市が考える重点取組より）

基本
理念

基本目標 施策 施策の方向 Ｓ：特に積極的に取り組む。 新：新たに着手する。

①健康寿命を延ばす取組みの推進（健康づくり・介護予防） ← 2 0

②社会参加・生きがいづくりの充実 0 0

①地域における医療体制の充実 ← 1 0

②在宅医療と介護の連携の推進 ← 1 0

（３）防災・防犯体制の充実 ①地域防災力及び防犯体制の強化 0 0

（４）人にやさしいまちづくり ①ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたまちづくりの推進 0 0

（１）地域力の強化 ①支え合う地域づくりの推進 ← 1 0

①見守りネットワークの充実 ← 1 0

②虐待防止ネットワークの充実 0 0

①相談窓口の充実 ← 5 1

②就労の促進・生活困窮者への支援体制の整備 ← 3 1

［重点課題］
（２）福祉サービスの充実及び体制の整備

①各計画に基づくサービスの充実及びサービスを受けやすい体制づくり 0 0

（１）地域保健福祉の意識向上 ①福祉教育及び心のバリアフリー化の推進 ← 1 0

①担い手の育成 ← 1 0

②福祉ボランティアの支援 0 0

地域保健福祉計画に関係する各課に対し、今後、重点的に取り組んでいく「施策の方向」について調査し、
市が重点と捉える部分（下表の塗りつぶした部分）を浮かび上げた。

市が考える重点取組の調査を各課に依頼

↓

各課の回答
（選択肢の数は回答した課の数）
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【基本目標１】

安心・安全に住み続けられる環境づくり

［重点課題］
（１）健康づくり・生きがいづくりの充実

（２）保健・医療・介護の提供体制の充実

【基本目標２】

地域で助け合い、支え合う仕組みづくり ［重点課題］
（２）見守り体制の充実

【基本目標３】

適切なサービスを提供できる体制づくり

（１）相談・支援体制の充実

【基本目標４】

意識の醸成と担い手づくり ［重点課題］
（２）人材育成の推進

現計画の体系図 
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